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商
標
登
録
を
出
願
し
た
後
、
い
か
に
速
や
か
に
商
標
登
録
を
受
け
ら
れ

る
か
は
、
常
に
商
標
出
願
人
が
関
心
を
持
つ
課
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し

て
米
国
、
欧
州
連
合
及
び
日
本
、
各
国
と
地
域
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
商
標
加

速
審
査
制
度
を
有
し
て
い
る
。
台
湾
の
知
的
財
産
局
も
２
０
２
０
年
５
月

１
日
よ
り
、
商
標
フ
ァ
ス
ト
ト
ラ
ッ
ク
審
査
制
度
を
試
行
。
一
定
要
件
を

満
た
す
商
標
出
願
案
件
に
対
し
、
審
査
時
間
を
短
縮
し
て
商
標
登
録
を
加

速
さ
せ
た
。
成
果
が
あ
っ
た
た
め
、
21
年
５
月
１
日
か
ら
正
式
に
施
行
を

開
始
し
た
。

　

原
則
と
し
て
、
商
標
の
新
規
出
願
案
件
は
出
願
日
か
ら
約
５
か
月
か
ら

６
か
月
で
審
査
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
フ
ァ
ス
ト
ト
ラ
ッ
ク
審
査
の

要
件
に
該
当
す
る
出
願
は
、
出
願
日
か
ら
お
よ
そ
３
か
月
半
か
ら
４
か
月

で
審
査
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
フ
ァ
ス
ト
ト
ラ
ッ
ク
審
査

要
件
を
満
た
し
た
出
願
は
、
一
般
の
出
願
案
件
よ
り
約
１
か
月
半
か
ら
２

か
月
早
い
審
査
手
続
き
が
可
能
と
な
り
、
よ
り
早
く
商
標
出
願
の
登
録
が

認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

こ
の
フ
ァ
ス
ト
ト
ラ
ッ
ク
審
査
に
つ
い
て
、
出
願
人
は
普
通
の
商
標
出

願
と
異
な
り
、
別
途
に
料
金
を
支
払
う
必
要
が
な
く
、
出
願
書
類
に
も

フ
ァ
ス
ト
ト
ラ
ッ
ク
審
査
を
注
記
、
別
途
に
出
願
を
提
出
す
る
必
要
も
な

い
。
主
務
機
関
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
シ
ス
テ
ム
は
出
願
案
件
の
内
容
を
自

動
的
に
判
断
し
、
以
下
の
要
件
が
満
た
さ
れ
る
と
、
審
査
手
続
き
は
自
動

的
に
フ
ァ
ス
ト
ト
ラ
ッ
ク
手
続
き
に
入
る
。

オ
ン
ラ
イ
ン
で
出
願
す
る

　

出
願
す
る
商
標
は
、
平
面
商
標
で
あ
る
こ
と
。
非
伝
統
的
商
標
（
例
え

ば
、
立
体
、
色
彩
、
動
態
及
び
匂
い
の
商
標
な
ど
）、
証
明
標
章
、
団
体

標
章
及
び
団
体
商
標
は
、
現
時
点
で
フ
ァ
ス
ト
ト
ラ
ッ
ク
審
査
の
対
象
に

は
な
ら
な
い
。
指
定
す
る
商
標
、
ま
た
は
指
定
役
務
の
名
称
は
、
台
湾
知

的
財
産
局
の
オ
ン
ラ
イ
ン
出
願
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
参
考
名
称
と
完
全
に

一
致
す
る
こ
と
。
出
願
人
自
ら
が
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
、
制
作
し
た
商
品
、
役

務
名
称
は
認
め
ら
れ
な
い
。

　

料
金
納
付
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
支
払
う
方
法
の
指
定
に
従
う
こ
と
。
商

標
代
理
人
に
よ
る
出
願
の
場
合
、
遅
く
と
も
出
願
日
か
ら
20
日
以
内
に
委

任
状
を
提
出
す
る
こ
と
。
ま
た
、
優
先
権
を
主
張
す
る
出
願
案
件
の
場
合
、

指
定
商
品
、
指
定
役
務
の
名
称
は
台
湾
知
的
財
産
局
の
オ
ン
ラ
イ
ン
出
願

シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
参
考
名
称
と
完
全
に
一
致
す
る
場
合
、
フ
ァ
ス
ト
ト

ラ
ッ
ク
審
査
の
対
象
と
な
る
。
た
だ
し
、
出
願
し
て
か
ら
３
か
月
以
内
に

優
先
権
を
証
明
で
き
る
書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

台
湾
で
は
こ
の
５
年
間
、
商
標
の
新
規
出
願
は
大
幅
に
成
長
し
、

２
０
２
０
年
に
は
通
年
で
９
万
３
７
９
４
件
に
達
し
た
。
台
湾
知
的
財
産

局
の
統
計
に
よ
る
と
、
商
標
フ
ァ
ス
ト
ト
ラ
ッ
ク
審
査
制
度
を
20
年
５
月

か
ら
試
行
し
て
21
年
２
月
ま
で
、
商
標
新
規
出
願
案
件
の
中
に
商
標
フ
ァ

ス
ト
ト
ラ
ッ
ク
審
査
を
採
用
し
た
件
数
は
４
・
９
万
件
を
超
え
、
平
均
す

る
と
毎
月
フ
ァ
ス
ト
ト
ラ
ッ
ク
審
査
の
案
件
は
全
体
の
58
〜
62
％
を
占
め

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
中
で
、
平
面
商
標
案
件
は
商
標
新
規
出
願
案

件
全
体
の
99
・
５
％
。
こ
の
統
計
情
報
か
ら
み
れ
ば
、
フ
ァ
ス
ト
ト
ラ
ッ

ク
審
査
制
度
は
今
後
、
さ
ら
に
伸
び
る
余
地
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

市
場
へ
の
布
石
、
商
品
・
役
務
を
出
す
タ
イ
ム
ラ
イ
ン
の
設
定
、
及
び

早
急
に
商
標
登
録
を
受
け
、
商
標
権
を
も
っ
て
権
利
侵
害
を
阻
止
す
る
た

め
、
全
く
新
し
い
主
力
商
品
の
ブ
ラ
ン
ド
が
初
め
て
台
湾
に
入
り
、
商
標

登
録
を
出
願
す
る
場
合
、
速
や
か
に
商
標
登
録
を
取
得
す
る
た
め
に
、
出

願
し
よ
う
と
す
る
も
の
の
中
で
、
登
録
の
可
能
性
が
高
い
商
標
文
字
図
様
、

商
品
役
務
類
別
に
関
し
て
フ
ァ
ス
ト
ト
ラ
ッ
ク
審
査
を
取
る
こ
と
を
推
奨

す
る
。

台
湾
商
標
出
願
の

フ
ァ
ス
ト
ト
ラ
ッ
ク
審
査
制
度

ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
の
た
め
の
台
湾
法
律
講
座  

第
3
回

商標出願、ファストトラック審査について、ご質問や
サポートを必要とされる場合は、どうぞご遠慮なく弊
事務所の劉彦玲弁護士、商標部にお問い合わせ下さい。

新
規
出
願
の
58
〜
62
％
に




